
 

美吉建設行動計画（第５回） 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

1. 計画期間  令和６年４月１日～令和１１年３月３１日までの ５年間 

 

2. 内容 

 

 

 

【対策】 

● 令和 6 年 4 月～ 年間休日を１０６日→１１１日に増やす取組開始 

● 令和７年４月～ 前年度の休日取得状況を洗い出し次年度に向けての検討 

● 令和８年４月～ 年間休日１２０日以上を達成 

 

 

 目標２：年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間 ７日以上とする。 

 

 

【対策】 

● 令和６年４月～ 部署のリーダーによる取得促進のための部内発信及び体制 

● 令和６年１１月～年次有給休暇の取得状況について確認 

● 令和７年４月～ 年度の振り返りと次年度に向けての検討 

 

目標１：働きやすい雇用環境を実現するために、所定休日数を増やす。 


